
（法人、団体様用） 

個人県民税の控除の対象となる寄附金が条例で指定されました 
（条例で指定を受けた寄附金を受け入れる法人又は団体様へ寄附金税額控除に係る事務取扱についてのお願い） 

 

長崎県税務課 

１ 制度の概要 

 平成２０年度の地方税法改正により、個人住民税（個人の都道府県民税・市町村民税）の寄附金税制が大幅に

拡充され、所得税の控除対象寄附金の中から、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として地方公共団体が条例に

より指定したものを、個人住民税の控除対象寄附金に追加できる制度が創設されました。 

 これに伴い、長崎県では、対象となる寄附金を下記のとおり条例で指定しました。控除対象となるのは、平成

２１年１月１日以後に支出された寄附金で、平成２２年度分以後の個人県民税から控除されます（県等の認定を

受けたＮＰＯ法人に対する寄附金を除く）。 

 また、平成２３年６月に特定非営利活動促進法が改正され、「認定ＮＰＯ法人」の新たな認定制度が整備されま

した。これにより都道府県知事又は指定都市の長（以下、県等と記載）が行う新たな認定制度により認定（仮認

定含む）を受けたＮＰＯ法人にその認定の有効期間内に支出した寄附金について、平成２５年度分以後の個人県

民税から控除されます。 

所得税の寄附金控除の対象 個人県民税の寄附金税額控除の対象 

１ 国又は地方公共団体に対する寄附金 

  （所得税法７８条２項１号） 

（国に対する寄附金は対象外） 

１ 都道府県、市区町村に対する寄附金 

２ 公益法人などに対する寄附金で一定の要件を満たすも

のとして財務大臣が指定したもの 

  （所得税法７８条２項２号） 

２ 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金 

３ 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金 

※今回、条例で指定した寄附金 

 

４ 左記（所得税の寄附金控除の対象となる寄附

金）のうち次のいずれかに該当するもの 

 

 ① 県内に事務所等を有する法人又は団体に対

する寄附金（県内事務所等において収納さ

れたものに限る） 

 ② 知事・県教育委員会が主務官庁となる公益

信託に支出した金銭 

３ 特定公益増進法人に対する寄附金（１及び２を除く） 

（所得税法７８条２項３号＝政令２１７条１項各号） 

① 独立行政法人、地方独立行政法人 

② 自動車安全運転センター、法テラス等 

③ 公益社団法人、公益財団法人 

④ 学校法人 

⑤ 社会福祉法人 

⑥ 更生保護法人 

４ 県等または国税庁長官の認定を受けたＮＰＯ法人に対

する寄附金 
（租税特別措置法４１条の１８の２→所得税法７８条２項の特定寄付金とみなす） 

５ 一定の要件を満たす特定公益信託に支出した金銭 

  （所得税法７８条３項） 

６ 特定地域雇用等促進法人に対する寄附金 

（旧租税特別措置法４１条の１８の２→所得税法７８条２項の特定寄付金とみ

なす。H25.12.31までに支出されるものは控除対象。個人住民税も同様） 

７ 政党等に対する政治活動に関する寄附金 

（租税特別措置法４１条の１８第１項→所得税法７８条２項の特定寄附金

とみなす） 

 

（政党に対する寄附金は対象外） 

２ 寄附金税額控除に係る事務取扱について 

 (１)寄附金税額控除の適用を受けられる寄付者 

   税額控除の対象となる寄附金を支払った個人の方で、支払った年の翌年の１月１日現在、長崎県内に住所

を有する方が個人県民税の寄附金税額控除の適用を受けられます。控除額の算出方法は次のとおりです。 

    （支払った寄附金額－２千円※）×４％（ただし、控除が受けられるのは総所得金額等の３０％まで） 

 なお、個人市町村民税については、各市町が条例で指定したものになります。支払った寄附金が県及び市

町双方の寄附金税額控除の適用を受ける場合は、（寄附金額－２千円※）×１０％の控除（県民税４％、市

町村民税６％）が適用されます。 

※H23.1.1以降寄附分から適用（それ以前は５千円） 



 

 

 (２)寄附をしようとする個人の方への周知 

   貴法人又は団体に対して寄附をしようとする個人の方が支出した寄附金が寄附金税額控除の対象となるか、

前記１により確認のうえ、個人の方へご説明願います。 

 

 (３)寄附金受領後の寄附者に対する周知 

   寄附者に対しては、次の事項をご説明願います。（別紙、お知らせ（個人様用）をお渡し願います。） 

① 所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申

告をする必要があります。 

② サラリーマン又は年金所得者で、所得税の確定申告書を提出せず、住民税の寄附金税額控除の適用の

みを受けようとする方の寄附金税額控除の申告については、寄附金を支払った年の翌年１月１日現在

の住所所在の長崎県内の市町に対する簡易な申告によることができます。 

③ 申告にあたっては、貴法人又は団体が交付した寄附金受領証明書（領収書）が必要です。 

④ 寄附金を支払った年の翌年１月１日より前に、寄附者が長崎県の区域外に転居した場合、転居先の都

道府県において貴法人又は団体に対する寄附金が条例で指定されていなければ、個人都道府県民税の

寄附金税額控除の適用は受けられません。 

⑤ 寄附時点の住所地の都道府県が貴法人又は団体に対する寄附金を条例で指定していない場合であって

も、寄附金を支払った年の翌年１月１日より前に長崎県の区域内に転居した場合は、個人県民税の寄

附金税額控除を受けられます。 

 

 (４)寄附金を受けた場合の受領証明書（領収書）等の交付 

   寄附金を受領した場合は、次の事項を記載した受領証明書（領収書）を交付してください。 

① 寄附者（個人）の住所及び氏名 

② 寄附金額及び受領年月日 

③ 貴法人又は団体の所在地、名称、代表者氏名及び代表者印 

④ 受領した法人又は団体の事務所の所在地及び名称 

 

 (５)寄附者名簿の作成・各市町への提出、保存（お願い） 

   長崎県内に住所を有する個人の方から寄附金を受けた場合は、寄附者名簿（寄附者の住所、氏名、寄附金

額及び寄附金を受領した年月日を記載したもの）を暦年ごとに県内市町別に作成し、各市町税務担当課へ翌

年３月１５日までに送付して頂きますようお願い致します。 

   また、寄附者名簿は７年間保存して頂きますよう、あわせてお願い致します。 

 

 (６)長崎県への届出（長崎県税条例第９条第２項に基づく届出） 

   貴法人又は団体が長崎県税条例により指定されている寄附金を受領した場合は、「個人県民税 控除対象寄

附金受領届出書」（長崎県税条例施行規則様式第６１号の６）を、初めて受領した日から２か月以内に長崎

県税務課（〒850-8570長崎市尾上町3-1）あて提出してください。 

   また、届出書の記載事項に変更が生じた場合は、「個人県民税寄附金控除に係る届出事項の異動届出書」（同

規則様式第６１号の７）を同様に提出してください。 

   なお、この届出書は寄附金を受領された法人又は団体の状況を把握するとともに、県内市町において住民

税の寄附金控除に関する事務に資するためのもので、届出書の内容に変更がない限り、平成２１年１月１日

以後はじめて寄附金を受領した後に一度提出していただければよいものです。 

   提出された届出書は、県内各市町へ提供するとともに、別途、受領届出書の提出法人（団体）名簿を作成

し、県のホームページ上で公開させて頂きます。 

 

 お問い合わせ先 

  長崎県総務部税務課 課税班 

  ＴＥＬ：095-824-1111(内2215) 

      095-895-2215(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

  ＦＡＸ：095-895-2555 

                                                                                                                                                      


